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令 和 ２ 年 ９ 月 １ 日  

生 活 文 化 政 策 部  

人権・男女共同参画担当課 

 

（仮称）世田谷区第二次男女共同参画プラン調整計画の策定について 

 

１ 主旨 

区は、平成２９年３月に策定した「世田谷区第二次男女共同参画プラン（計画期

間：平成２９年度～平成３８年度）」に基づき、施策の推進に取り組んでいる。 

本プランは、１０年間の長期計画であることから、計画策定以降の社会情勢の変

化や法制度の変更などに対応するため、令和４年度から５年間の後期計画として、

「（仮称）世田谷区第二次男女共同参画プラン調整計画」を策定する。 

 

２ 計画の位置づけ 

・男女共同参画社会基本法第１４条第３項に定める「市町村男女共同参画計画」 

・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（以下「配偶者暴力防

止法」という。）第２条の３第３項に定める「市町村基本計画」 

・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第６条第２項に定める「市町村

推進計画」 

 

３ 調整計画の策定方針について 

（１）ＤＶの増加や児童虐待の複合発生、配偶者暴力相談支援センターと児童相談

所の連携を踏まえ、ＤＶ防止の取組み強化とＤＶ被害者の支援の充実。 

（２）新型コロナウイルス感染防止対策による働き方の変革に伴い、家庭内の役割

分担の変化など男女共同参画の変容。 

（３）国の働き方改革本部の取組みを踏まえ、区内における働き方改革と職場環境

の改善の誘導。 

（４）国の「第５次男女共同参画基本計画」（令和２年１２月策定予定）及び「東京

都男女平等参画推進総合計画」（平成２９年度～平成３３年度）との整合。 

（５）新型コロナウイルス感染症防止と社会・経済活動の維持・活性化を両立する

地域社会の構築に向けた、施策事業の本質的な見直しと事業手法の転換。 

 

４ 実態調査 

昨年度の「男女共同参画に関する区民意識・実態調査」に加え、今年度は「区内

企業の男女共同参画に関する意識・実態調査」を実施する。 

（１）対  象 区内にある従業員２０人以上の全事業所 約２,２００件 

（２）調査項目 女性活躍推進に向けた取組み、仕事と育児・介護の両立支援、職

場のハラスメント、多様性の尊重、新型コロナへの対応と働き方

など 

（３）調査時期 令和２年１１月 郵送配付・郵送回収 

（インターネットによる回答も可） 

 

５ 検討体制 

世田谷区男女共同参画・多文化共生推進審議会に諮問し、審議会の常設の部会で

ある男女共同参画推進部会において審議等を行う。 



- 2 - 

 

 
６ 今後のスケジュール（予定） 

令和２年 １１月 区内企業の男女共同参画に関する意識・実態調査 

１１月 男女共同参画・多文化共生推進審議会への諮問（「計画策定

にあたっての考え方」について） 

１１月～男女共同参画推進部会での審議（５回程度） 

令和３年  ３月 意識・実態調査報告書 公表 
９月 区民生活常任委員会報告（計画素案） 

シンポジウム 

９月～１０月 パブリックコメントの実施 

１１月 審議会からの答申（「計画策定にあたっての考え方」について） 

令和４年  ２月 区民生活常任委員会報告（計画案） 

３月 計画策定 

 

調整計画の検討体制 

庁内の男女共同参画推進組織 

関係各課 

男女共同参画推進会議 

男女共同参画推進会議幹事会 

男女共同参画センター 

“らぷらす” 

世田谷区 

指示・確認 報告 

報告 指示・確認 

連携 

男女共同参画・ 

多文化共生推進審議会 

男女共同参画 

推進部会 
【策定についての審議】 

区長の附属機関 

多文化共生 

推進部会 
【検討状況の共有】 

 

諮問 
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